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� 0164-62-1211(代表)
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　雪解けで道路や自宅周辺のごみが目立つ時期となり
ました。きれいな町づくりのため地域のみなさんでご
み拾いのご協力をお願いします。また、雪解けなどの
地盤のゆるみでごみステーションが傾いていません
か？ごみステーションの管理は各町内会にお願いして
います。強風などで倒れることのないよう今一度点検
をお願いします。

�自宅周辺のごみを拾うなど、身の回りからきれいに
しましょう。
�町内会や各団体、ボランティアのみなさんのご協力
もお願いします。町内会の地域清掃活動へのごみ袋配
布は、後日町内会長に連絡します。
※清掃ボランティアをしていただけるときは連絡事項
などがありますので、事前に連絡をお願いします。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)

�������	
���������

����

�������	
�����������

　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　1人負 傷 者
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　　66件)(　　　27件救 急 出 動

　　65人)(　　　26人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から3月における各件数な
どのお知らせです。
　暖かくなり、自転車に乗られる方も増えてくる季節
です。車も自転車も互いに注意し事故を防ぎましょう。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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　火災が発生しやすい気候となる時季になりました。
　町民のみなさんの火災予防思想の普及を図り、死傷
事故や財産の損失を防ぐことを目的に火災予防運動を
展開します。特に、地域が一体となって住宅用火災警
報器の普及を促進し、高齢者などを中心とした死者の
発生を予防するため、周知・啓発に努めます。
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　視聴覚障がい者の方や音に気づきにくい方のために、
警報音に連動して光や振動などで火災を知らせるさま
ざまな機器があります。法的には義務付けられていま
せんが、もしもの場合に有効です。お気軽にお問合せ
ください。
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　心身に障がいがある方で次に該当する場合は、申請
によって軽自動車税が1台のみ(1人の対象者について、
普通自動車を含め1台)減免されます。
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・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方で、
本人が所有している軽自動車等。
・身体に障がいを有し歩行が困難な18歳未満の方と生
計を一にしている方が所有している軽自動車等。
・精神に障がいを有し歩行が困難な方と生計を一にし
ている方が所有している軽自動車等。
・身体若しくは精神に障がいを有し歩行が困難な方の
みで構成する世帯の方を、常時介護する者が運転する
軽自動車等。
・身体に障がいを有し歩行が困難な方が利用するため
の構造の軽自動車等。
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・身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳
・軽自動車税納税通知書(5月上旬にお届けします)
・運転免許証・印鑑

�����5月25日(月)まで
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　財務課税務係　� 62-1211(内線258)
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　アンモナイトを多数含んだ珍しい化石など世界的に
貴重な化石や炭鉱の資料なども展示しています。

����　5月1日(金)～10月30日(金)
����　午前10:00～午後4:00
���　毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜日)
���　210円�(高校生以下 無料)  
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　和・洋建築の珍しい建物です。北海道指定有形文化
財に指定されています。

����　5月1日(金)～8月３１日(月)
����　午前9:00～午後4:00
���　なし
���　310円 (高校生以下 無料)
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880　

　平成21年6月から9月までの期間、中央公民館の暖房
設備改修工事を行います。特に7月から9月は一部の利
用を除き、日中の利用ができなくなります。ご迷惑を
おかけしますがご理解いただきますようお願いします。
　なお、工事期間中のご
利用については下記まで
問い合わせください。
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　羽幌町では、お風呂の無いご家庭に、いきいき交流
センター（はぼろ温泉サンセットプラザ）の入浴割引券
をお渡ししています。詳細についてはお問い合わせく
ださい。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂の無
い方(間借り・アパート・借家を含みます)
���　役場1階 総合窓口
����　平成21年4月1日～平成22年3月31日まで
�������

・大人(中学生以上)　130円(利用者負担額 420円)
・小人(小学生以下)　210円(利用者負担額 70円)
※乳幼児(3歳以下)は無料です。
���

・お風呂が故障して使えない場合は対象となりません。
・割引券は本人以外使用できません。
・確認のため、職員がお住まいに伺う場合があります。
・4月を過ぎて申込みをされた場合は、過ぎた月分の
枚数を差し引いてのお渡しとなります。
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　犬を連れてくるときは、首輪・口輪等をしっかりと
つけて犬に慣れた方が連れてきてください。飼い主が
押さえることができない犬は予防注射を受けられない
場合があります。
　なお、当日は大変混み合いますので犬の登録をされ
ている方は、役場から送付された「はがき」を持参して
ください。犬の登録をしていない方は、メモ用紙に
「飼主住所・氏名・電話番号・犬の種類・毛色・性別・生年
月日・犬名・犬の特徴」を書いて持参してください。

����　3,040円(毎年1回)
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)
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築別郵便局午前１０：００～１０：２０

旧築別中学校午前１０：３０～１１：００

曙生活館午前１１：２０～１１：４０

朝日集会所午後１：３０～２：００

中央集会所午後２：１０～３：００

川北老人福祉センター午前１０：００～１０：５０

若葉団地(公営住宅)午前１０：５５～１１：３５

北町集会所午後１：００～１：４０

羽幌町上水道浄水場午後１：４５～２：２５

福寿川・相合橋(南4条通側)午後２：３０～３：００

栄町南団地集会所午前１０：００～１０：２０

栄町コミュニティセンター午前１０：２５～１１：００

南町集会所午前１１：０５～１１：５０

幸町南集会所午後１：００～１：５０

旧漁協会館午後２：００～３：００

羽幌町役場午前１０：００～１１：００

消防署午前１１：０５～１１：５０

戸別訪問　�������	午後１：００～

　犬の転居、譲渡、死亡などの場合には、鑑札及び印
鑑を持参して、手続きをしてください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線 105・106)
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　商工観光課商工労働係　� 62-1211（内線362）

　羽幌町では、中小企業の育成と経営の合理化を促進
するため、中小企業特別融資制度を設けていますが、
4月1日より制度の内容を一部改正しましたのでお知ら
せします。詳細についてはお問い合わせください。
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設備資金運転資金

1,500万円1,000万円貸付限度額

2.6％（7年以内のもの）
2.9%（7年を超えるもの）

2.1％（1年以内のもの）
2.6%（1年を超えるもの）

貸付利率

10年以内5年以内償還期間

貸付利率1％を超える分（上限あり）と保証料

※ただし、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの
特例措置です。平成24年4月1日以降は、貸付利率2％を
超える分を利子補給します

利子補給 

・営業実績が1年以上で、羽幌町商工会員である
・北海道信用保証協会の取り扱う貸付業種である
・町税等の滞納がないこと

貸付条件

北海道銀行羽幌支店、留萌信用金庫羽幌支店取扱金融機関

羽幌町商工会　電話 62-2209申込先

　今年も融雪とともにヒグマの出没情報が寄せられる
時期となりました。森林の手入れや山菜採りなどヒグ
マの生息区域に足を踏み入れる機会も増えてきます。
ヒグマによる被害に遭わないよう、入山する際はつぎ
の点にご注意願います。

�単独での入山はできるだけやめましょう。
�足跡や 糞 を見たときは、すぐに引き返しましょう。

ふん

�鈴やラジオなどで音を鳴らしながら歩きましょう。
�事前にクマの出没情報を得るとともに、注意看板の
ある所には入らないようにしましょう。

�������	
��

�������

　農林水産課林務畜産係　� 62-1211(内線 350・353)
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線113)
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　昨年6月1日に施行された改正道路交通法により、後
部座席のシートベルト着用が義務付けられました。こ
れにより、車両乗車中はすべての席でシートベルトを
着用しなければなりません。
　もしも、後部座席の方がシートベルトを着用しなけ
れば3つの危険に見舞われる可能性があります。シー
トベルトを着用し、運転手も同乗者も万一の事故から
身を守りましょう。
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・自分自身が大きな被害に遭う
・車の外に投げ出されてしまう
・前の席に座っている同乗者に危害を加えてしまう
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　羽幌警察署　� 62-1110
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線 122)

　羽幌町では、多子世帯の子育て負担に対する配慮と
して、幼児教育期の第2子以降のお子さんに子育て応
援特別手当を支給します。支給を受けるには申請が必
要です。詳しくはお問い合わせください。

���平成14年4月2日～平成17年4月1日の間に生まれ
　　　たお子さんで、第2子以降のお子さん
※第2子以降とは、平成2年4月2日以降に生まれたお子さんを
年齢の高い順に第1子、第2子と数えて判断します。

����対象となる子ども一人当たり3万6千円
※同居している世帯主に支給します。
����手当の支給を受けるには、申請が必要です。　
　　　　申請書は対象となる世帯主宛に送付してあり
　　　　ます。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線 105・106)

　ごみの減量化、資源の循環利用及び地球温暖化防止
など環境保全意識の高揚を目的として、3月25日に
「羽幌町におけるレジ袋削減に向けた取り組みに関す
る協定」を事業者、羽幌消費者協会、羽幌町の3者で
締結しました。この協定によるそれぞれの役割はつぎ
のとおりですが、みなさんもレジ袋の使用削減、買い
物の際のマイバッグ持参にご協力をお願いします。
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・マイバッグ持参率の目標を設定、レジ袋の無料配布
　を中止する。
・レジ袋の販売収益を環境保全団体や地域貢献運動に
　還元する。
・活動状況や目標数値を公表する。
�������	


　株式会社ホクレン商事、株式会社中央スーパー
�������

・マイバッグの持参を町民に呼びかける。
・事業者のレジ袋削減の取り組みを支持する。
���

・広報活動
・ごみの減量化、資源の循環利用を推進する。
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・貸付利率を一律0.4％引き下げました。
・運転、設備資金ともに貸付限度額を300万円引き上
げました。
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　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルは、0歳児のお子
さんとその保護者が対象です。申し込みはいりません
ので気軽にご参加ください。
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健康センター午前9：30～小苺くらぶ  7日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ11日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル13日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診13日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ18日(月)

健康センター午後1：30～ポリオ予防接種20日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ25日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル27日(水)

健康センター午後12：30～3歳児健診27日(水)

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　町内会婦人部を対象とした栄養教室を開催します。
各婦人部長宛に案内文書をお送りしますので、希望が
ある場合はお申込みください。

��　町内会婦人部（離島地区を除く）
��　（市街地区）　4月～6月
　　　（農村地区）　11月～12月
��　食事や健康に関する講話、調理実習など
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
健康相談も併せて行いますので気軽に楽しみながらご
参加ください。送迎バスも運行しますので、ご利用の
方はお申し込みの際にお知らせください。

��　5月28日(木)　午後1:30から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ
���　入浴料 550円（回数券・割引券使用可）
����65歳以上で温泉入浴に支障の無い方
����　5月21日(木)まで
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　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
め、救急診療を行っています。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行
依頼など年金に係る相談を受け付けています。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���5月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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　子ども読書週間にあわせて｢しかけ絵本展｣を開催し
ます。北海道立図書館のしかけ絵本を約60冊展示しま
す。みなさんどうぞ図書室に足を運んでください。

���4月21日(火)～5月13日(水)　※26日(日)は休館日
���中央公民館図書室
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　中央公民館図書室　� 62-1178
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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　次のとおり平成21年度の自衛隊一般幹部候補生を募
集します。受験資格など詳細はお問い合わせください。
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【一般幹部候補生・海上技術幹部候補生】

�20歳以上26歳未満(22歳未満は大学卒）

・大学院修士取得(見込み含む)は28歳未満
【歯科幹部候補生】

・20歳以上30歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
【薬剤科幹部候補生】

・20歳以上26歳未満で専門の大学を卒業(見込み含む)
・薬学修士学位取得者は28歳未満
�����5月12日(火)まで
�����5月16日(土)　※一部17日
�����筆記試験(一般教養・専門)

　羽幌町社会福祉協議会では、住民のみなさんの心配
ごとへの対応として、心配ごと相談所を毎月1回開催し
ています。どうぞお気軽にご利用ください。

��　5月21日(木)　午後1:30～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　5月29日(金)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
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　行政についてわからないことなどがあれば、お気軽
にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　5月12日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
������

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)




